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【開催日】 令和６年８月２６日（月） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前１１時２５分 

【出席委員】 

委 員 長 宮 本 政 志 副 委 員 長 森 山 喜 久 

委 員 伊 場  勇 委 員 大 井 淳 一 朗 

委 員 笹 木 慶 之   
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 髙 松 秀 樹 副 議 長 中 村 博 行 
 

【執行部出席者】なし 

【事務局出席者】 

局 長 石 田  隆 局 次 長 中 村 潤 之 介 

議 事 係 長 岡 田 靖 仁 議 事 係 書 記 末 岡 直 樹 

【審査内容】 

１ 一般質問の在り方について 

２ 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書等の採択について 

３ 陳情書（議員研修会を含め様々な会合の公開を検討することを求める陳情）

について 

４ その他 

 

午前９時 開会 

 

宮本政志委員長 おはようございます。ただいまより、第３０回議会運営委員

会を開催いたします。付議事項１点目、一般質問の在り方についてです。

前回までに二つの論点がありました。一つは、現状の７０分の一般質問

の時間をどのようにするかです。もう一つは、通告書の件です。なお、

前回の議会運営委員会の最後に、時間も含めてですが、通告書に関して

もこの９月定例会から変更をお願いしたいということで、髙松議長から
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諮問されております。一般質問の時間と通告書については、委員会で決

定したいと思っております。では、まず時間についてです。前回までの

議会運営委員会の流れですと、みらい２１の大井委員と創政会の伊場委

員は、議員の持ち時間を３０分にしましょうと。そして、執行部の持ち

時間に関しては時間制限はないということでした。二つの会派はそうい

う結論が前回までに出ておりました。至誠一心会の笹木委員にお聞きし

ます。前回、至誠一心会としては、議員の持ち時間３０分、執行部の答

弁時間も３０分と、つまり、双方３０分と規定するということでした。

先の２会派とは意見が違っていました。その辺りルール決めも含めて至

誠一心会のお考えをお聞きしたいです。 

 

笹木慶之委員 以前も申し上げましたが、もう一度申し上げておきたいと思い

ます。我々の会派といたしましては、いろいろな角度で検討しましたが、

やはり執行部から質問される事項、そしてそれに対する回答については、

お互いの立場を理解し合いながら、持ち時間をウィン・ウィンで考えて

いくべきではないかということになりました。そのような方向性で決め

ております。 

 

宮本政志委員長 前回もそう言われていますね。議員の持ち時間を３０分、執

行部の答弁時間を３０分、合計で６０分としたいということですか。 

 

笹木慶之委員 そうです。 

 

宮本政志委員長 ルールづくりという面では、会議規則なり申し合わせ事項な

り基本条例なり、一般質問は大体この三つにうたってあるんです。そこ

も含めてもう少し詳しく至誠一心会の御意見をお聞きしたいんです。 

 

笹木慶之委員 我々といたしましては、取りあえずは申し合わせ事項で確認し

て処理すべき事案ではないかと思っています。 
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宮本政志委員長 取りあえずとはどういうことですか。 

 

笹木慶之委員 現行の中ではということです。 

 

宮本政志委員長 申し合わせ事項の辺りをもう少し詳しく言ってください。つ

まり、冒頭で言ったとおり、みらい２１と創政会の考えは、議員の持ち

時間３０分、執行部は答弁制限なしだと。至誠一心会は、議員の持ち時

間３０分、執行部の答弁３０分だということで、今、意見が割れている

んです。至誠一心会から詳細を聞いてから議論に入りたいと思っていま

す。例えば、申し合わせ事項のどの辺のことを会派で打ち合わせていら

っしゃるんですか。 

 

笹木慶之委員 今、手元に申し合わせ事項の修正案はないですが、決定方法の

方向性としては申し合わせ事項で取り計らうべきじゃないかということ

で、会派としては協議している途中です。 

 

宮本政志委員長 冒頭に言いましたように、今日議決したいんです。タブレッ

トを使って申し合わせ事項を出してください。「今はございません」で

はありません。タブレットに申し合わせ事項が入っていますので、画面

に出してください。至誠一心会の意見としたら、双方３０分だから申し

合わせ事項のこの部分をこうするという形で出してもらわないといけま

せん。便覧の中に申し合わせ事項が入っています。ここで暫時休憩しま

す。 

 

午前９時８分 休憩 

 

午前９時１８分 再開 

 

宮本政志委員長 それでは、委員会を再開します。至誠一心会の笹木委員から、

先ほどの申し合わせ事項の変更も含めた詳細をお聞きします。 
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笹木慶之委員 申し合わせ事項７８の一般質問の発言時間及び回数の改正です。

「一般質問の発言時間は、６０分（執行部及び議会は、３０分とする）」

とし、発言回数は制限しないと。それ以外のところについては同じであ

ります。なぜこの考え方を取るかというと、やはり執行部の発言時間が

長くなるケースも起こり得ると。答弁が長くなることが起こり得るとい

うことになれば、それぞれの立場を尊重して、お互いが理解し合える時

間帯で考えれば、議会の発言時間と執行部の答弁時間は、先ほど申し上

げたように、それぞれ３０分を限界とするという形の規定のほうがいい

んじゃないかということが、私たちの会派の思いです。 

 

宮本政志委員長 今の笹木委員の意見に対して、ほかの委員の方は御意見がご

ざいますか。 

 

伊場勇委員 笹木委員は、先ほど議会と執行部がウィン・ウィンとおっしゃっ

たんですけど、そもそもウィン・ウィンにしなければいけない理由はあ

るんですか。 

 

笹木慶之委員 以前の話をしてはいけない場合もあるかもしれませんが、やや

もすると、執行部の発言時間が長くて、例えば、質問の内容が長いため

に回答が正確性や明瞭性を欠くというケースがあります。あるいは、逆

に答弁が延々と長くて、何の答弁かよく分からないということもありま

す。最初に申し上げたように、時間を縮小しようという前提で考えるな

らば、一般質問の質問内容を明確にして、そして、的確な答弁を求める

という姿勢に返ったほうがいいんじゃないかという思いです。したがっ

て、先ほどウィン・ウィンという言い方をしましたが、お互いの立場を

尊重した中でお互いの議論を高めて、そして、精度を高めていくという

ことになるんじゃないかなということが私たちの思いです。 

 

伊場勇委員 このたびの一般質問の在り方については、単に時間を短くしよう
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というわけではなくて、議場で行う一般質問に緊張感を持たせること、

そして、聞いている市民が分かりやすいような体制をしっかり整えよう

ということで、この時間の話があったと思います。一般質問は、何を聞

くかも大事ですけど、どういう答弁があるかというところも非常に大事

です。だから、私はそこに制限を加える必要はないと思います。例えば、

執行部の答弁が長いというところについては、議会からまた別の次元で

しっかり要望していくことが必要だと思います。私は、執行部の時間を

制限する必要はないと思うんですよ。もし長い質問のために長い答弁が

あった場合には、議会から申出をしていただくなど、一般質問全体の在

り方にもなりますけども、そういったことが必要であって、議員が３０

分ということについて、いろいろな資料が出てきましたし、現状を見た

ところでしっかりその時間を制限するべきだと思います。ただ、執行部

はそうじゃなくてもいいんじゃないですか。ウィン・ウィンにするわけ

ではなくて、本会議は議長が招集するわけですから、権限は議会にある

わけで、執行部に対しては別の方法で、「答弁が長い」という申入れを

する形が一番理想的だと思うので、私は議員が３０分と執行部が無制限

という考え方でいくべきだと考えています。 

 

笹木慶之委員 私たちは、先ほど申し上げたように、一般質問の性格上、今ま

でいろいろな形で意見があったと思います。そのようにするべきじゃな

いかという議論の中から出てきた問題で、できれば簡素にして明瞭にし

た一般質問の体制を取るべきじゃないかということから事が始まって、

それについてはもちろん明確な質問をしてほしいし、それから、それに

基づいた正確な的確な答弁をしてほしいということが望むところです。

したがって、あえてそれに３０分というウィン・ウィンということだけ

を当てはめるのではなしに、おのずと質問者の立場と答弁者の立場に分

かるわけですから、それに基づいた的確な判断をしてほしいということ

が我々の思いです。 

 

宮本政志委員長 笹木委員、ちょっと待ってください。的確な判断をしてほし
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いとは、どこに的確な判断をしてほしいんでしょうか。 

 

笹木慶之委員 執行部と質問者の両者です。 

 

宮本政志委員長 そうすると、伊場委員と笹木委員のそれぞれの意見を聞いて、

例えば、執行部の答弁を３０分と限定した場合、議員は簡潔明瞭な質問

をして、その質問に対して執行部が、わざと時間を長くするなどの意図

ではなくて、本当に丁寧に分かりやすく答弁して、それが重なって３０

分を経過したときには、議長はこれを３０分と規定しているんですから

途中で切らないといけないですよね。議員の一般質問を遮るとかもう終

わりますといったこともあっていいと。そういった前提ということでい

いんですか。至誠一心会は、その辺りをどういうふうに結論を出してお

られますか。 

 

笹木慶之委員 そのさばきについては、やはり議長権限ということで、的確に

処理してほしいと思います。 

 

宮本政志委員長 いやいや笹木委員、議長権限じゃなくて、ルールで執行部の

答弁３０分、議員の質問時間３０分と決めた場合、時間が１秒過ぎた時

点で、議長は権限などじゃなくて、「はい、執行部の答弁時間が３０分

経過しました。以上で終わります。」とされるわけです。「至誠一心会

としてはそういったことが起こってもよろしいんですね」とお聞きして

います。 

 

笹木慶之委員 ですから、先ほど申し上げたように、議長が議会運営の中で処

理される事案ですから、質問内容が的確でないような場合、不明瞭な場

合、逆に、答弁が的確ではない、よく分からないようなことについては、

やはりいろいろな形でさばきがあろうと思います。それはそれとして当

然起こることですから、それらを含めた時間の有効活用ということで、

質問者とそれから答弁者が同じ時間帯で物事を考えて、そしてそれを的
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確に処理するということではないかと思います。 

 

宮本政志委員長 笹木委員、今、御意見を言われましたけど、私は端的に質問

しております。至誠一心会のお考えとしたら、執行部の答弁が途切れる

ルールをつくってもいいんですねと聞いています。いいのか、いけない

のかのどちらかです。 

 

笹木慶之委員 結論的に言えば、そういうケースは出るかもしれません。それ

は質問者だって同じことじゃあないですか。質問だって途中で「やめて

ください」ということになるかもしれません。だけど、それはそれとし

て、答弁の途中であれば、やはり「簡略に締めてください」ということ

になるかもしれません。だけど、それは７０分だって９０分だって３０

分だって同じだと思いますよ。だから、今申し上げたように、３０分ず

つという形のルールで行くならば、お互いの立場を尊重しながらそれに

対して簡潔明瞭な議会運営に努める中で的確な答弁を求めたいと、的確

な質問をしてほしいということになろうかと思います。 

 

宮本政志委員長 今の話から行くと、至誠一心会としたら、途中で時間が来ま

したと。執行部の答弁や質問者の質問が途中で終わっても仕方ないと、

そういうケースもあるだろうということです。それも踏まえた、あるい

はそれ以外のことでも構いません。御意見はありますか。 

 

大井淳一朗委員 執行部の時間に制限をかけないほうがいい理由の一つを挙げ

ます。議員が質問している、それに対して答弁している、三つぐらい答

えようとしていたが、二つ目を答えたところで執行部が持ち時間を使い

果たしてしまったときに、打ち切らざるを得ないんです。聞いているほ

うからすれば、十分な答弁を引き出せないまま終わってしまうというこ

とがあるんです。もう１点は、これは最近ないんですけれども、例えば、

議員がある問題について追及するときに、執行部が、故意ではないとい

うことも含めて、長く答弁することで時間を使っていくんですよ。３０
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分使ったら、結局、本質に入れないまま終わってしまうということもで

きてしまうんですよ。その意味で、執行部には制限をかけないほうがい

いんじゃないかというのが、私の会派の意見です。笹木委員の言われる、

的確な質問や的確な答弁をすべきだというのは、時間が何分であろうが

必要だと思います。自戒の念を込めて、そのように思っております。 

 

宮本政志委員長 今、大井委員がおっしゃった、一般質問の質を深めるべきだ

と、それが前提だということは、山田議員もおっしゃっていましたね。

それについて、至誠一心会の笹木委員から何かございますか。 

 

笹木慶之委員 先ほど申し上げたとおりです。特段ありません。 

 

宮本政志委員長 特段ありませんじゃなくて、大井委員は執行部の答弁時間の

制限は必要ないということの理由を述べられたんです。それに対しても

う何も申し上げることはないということですか。 

 

笹木慶之委員 先ほどから申し上げておるとおりですから、それはそのように

理解してほしいと思います。私たちは、先ほど申し上げましたが、的確

な質問と的確な答弁を時間の中できっちりしていこうという思いがある

わけです。だから、そこについてはお互い対等の立場で物事を考えて、

お互いの答弁と、それから質問が折り合うようにしっかり取り組んでい

くべきだと申し上げています。 

 

宮本政志委員長 そうすると、議員の質問の簡素化、あるいは精度を高める質

問しようというのはいいんですが、執行部に対して精度を高める答弁、

簡素な答弁、的確な答を求めるにはどうしたらいいんでしょうね。議会

でルールを決めるんですか。もし決めるのであれば、詳細をお聞きした

いんですけど。 

 

笹木慶之委員 ルールがあるわけではありません。 
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宮本政志委員長 今、ルールはありませんよ。 

 

笹木慶之委員 いやいや、そうじゃなくて、議会が勝手に決めるルールじゃな

いんじゃないですか。質問する側と答弁する側が行うことであって、不

明瞭な、不明確な内容があったときには、もちろんその以前の聞き取り

できちんと確認することが必要かと思います。しかし、そうでない場合

もあります。ですから、それについては、例えば、議会運営の進行の中

で議長から指示がある場合もあるかと思いますし、質問者から「今の答

弁ではよく理解できません」というやり取りがあるかもしれません。い

ろいろなことを考えながらやり取りするのが一般質問ですから、それに

対して、ああしろ、こうしろというルール化にはならないと思います。 

 

宮本政志委員長 そうすると、言われていることが矛盾しています。さっきか

ら質問と答弁をセットでいいと言っているわけです。つまり、前回はハ

ーフ・ハーフという言葉、今日はウィン・ウィンという言葉を使って、

議員の質問時間とそれに対する執行部の答弁時間を一緒にしようと。先

ほどから答弁も質問も一緒にして精度を高めるとか簡素化とか的確化と

かおっしゃっているから、執行部の答弁にもそのようなルール決めをす

るんですか、そういうお考えなんですかと聞いているんです。今、もう

一つ言われた執行部の答弁が長かった場合、あるいは聞いていることと

違うことを執行部が答弁している場合、それに少し触れられましたけど、

それは議長権限というよりも―前回、私は一般質問をやりました。自

分の質問と違うことを部長が答えられたから、「いやいや、自分の質問

に対しての答弁をしてください」と言って、議長にも私の意見を認めて

いただきました。そういうふうに、議員の中でも幾らでもできます。先

ほどから質問と答弁を一緒に言っているんですよ。精度を高める、簡素

化する、的確化すると、「質問と答弁」って言っているんです。そうす

ると、執行部に対してどのようなルールづけをされるんですかとお聞き

しているんです。その辺りを答えてください。 
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笹木慶之委員 一般質問というのは、両者があって行えるものなんですよ。独

り舞台じゃないわけです。質問に対して答弁をしてもらうという形です。

だから、もちろん先ほど申し上げたように内容を明確にして、そして時

間は迅速にして、お互いの意見が整うようにしっかり議論ができるよう

な場になってほしいと思っているわけです。時間的な制限について、あ

えて申しておりませんが、その立場を考えれば、お互いの時間帯で、３

０分ずつで、たまたまハーフ・ハーフという言葉がありましたが、ウィ

ン・ウィンという力関係のものではありますが、両者兼ねて物事は考え

ていくべきだなと思います。だから、執行部に何をどうしろというよう

なことにはならないと思います。もちろんやってみないと分からない面

もあろうかと思いますが、それはその場で処理してもらいたいと思いま

す。 

 

宮本政志委員長 笹木委員、さっきから支離滅裂なことばかり言っておられる

から休憩を入れましょう。よく意味が分からない。暫時休憩します。 

 

午前９時３５分 休憩 

 

午前１０時１３分 再開 

 

宮本政志委員長 それでは、委員会を再開いたします。先ほどまでの議論の中

で、委員から御意見等はございますか。 

 

大井淳一朗委員 僭越ながらこの話を少し整理させていただくと、この問題は

あくまでも一般質問の時間を７０分から６０分に変えようというもので

はないと考えております。基本的に７０分を６０分に変えるんじゃなく

て、議員の持ち時間を３０分にしましょう、執行部の時間をどうしまし

ょうかという議論の中で、今、意見が分かれています。片や制限なし、

片や執行部も３０分でいいじゃないかということなんです。私が先ほど
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申し上げましたように、執行部の持ち時間を３０分にすると、議員が質

問している途中で執行部の持ち時間がなくなってしまった場合、そこで

質問が不調に終わってしまうんです。これはお互いにとってよくないん

じゃないかということで、執行部の答弁には制限をかけないで、議員は

３０分という制限の中で的確に質問してもらうという意図で話をさせて

いただきました。これを前提に議論を進めていただければと思います。 

 

宮本政志委員長 今、大井委員から、すごく分かりやすく論点を説明していた

だいたんです。それについて、笹木委員や伊場委員から御意見等はござ

いますか。 

 

笹木慶之委員 先ほどのいろいろな議論の中で、これは勘違いという意味じゃ

なしに、やはりこの一般質問の在り方についていろいろ検討しておった

わけです。その中でまず決めたいことは、質問時間を３０分にしたいと

いうことの方向性です。そういった話の中で、これは全体的な時間をや

はり見直すべきじゃないかという意見も出たわけで、その延長線上にウ

ィン・ウィンという話があったわけです。一部誤解があったかもしれま

せんが、それについて私たちの会派では、それを提案云々したわけじゃ

ないわけで、方向性の意見を言っただけであって、だから今までどおり

７０分というような全体的な時間の中で、議員の質問時間が３０分とい

う制約を加えるということについては、我々については特に問題ないと

いうことになるわけです。 

 

宮本政志委員長 ちょっと待って。今までどおりの７０分とおっしゃいました

か。（「３０分の言い間違いでしょう」と発言する者あり） 

 

笹木慶之委員 もちろん、もちろん。私たちは３０分しか質問時間がないわけ

ですから。だからそれについてのあれはないということです。 

 

宮本政志委員長 執行部の答弁には時間制限をかけまいと。 
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笹木慶之委員 そういうことです。 

 

宮本政志委員長 なるほど。皆、一緒ですね。いいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

 

伊場勇委員 今、至誠一心会も執行部の時間は無制限ということにするという

ことで、これは９月定例会については議運決定事項として試行するのが

理想的かと思います。 

 

宮本政志委員長 そうしますと、みらい２１にしても至誠一心会にしても創政

会にしても、一般質問については、議員の持ち時間を３０分にして、執

行部の答弁時間に関しては制限を設けないという方向で、９月定例会か

ら実施するということで、そのように議運決定したいんですが、よろし

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり）付議事項１点目、一般質問の時間

に関しては決まりました。続きまして、二つ目の通告書についてです。 

 

伊場勇委員 この通告書についてですが、私から創政会の意見を集約したもの

を例として提出したいと思います。暫時休憩をお願いいたします。 

 

宮本政志委員長 それでは、暫時休憩します。 

 

午前１０時１８分 休憩 

 

午前１０時２７分 再開 

 

宮本政志委員長 それでは、委員会を再開します。付議事項１点目、一般質問

の在り方の中の論点の二つ目、通告書についてです。通告書について御

意見はございますか。 
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伊場勇委員 創政会から資料を提示させていただきました。御覧ください。変

更するところは、休憩のタイミングの部分から下になります。「質問事

項１」、「質問要旨１」、「質問項目１」という形の変更です。今まで

は、「一般質問の件名」が左にあって、右に「要旨（できるだけ詳細に）」

という二つの項目の各欄がございました。それを３段階に分ける形です。

その趣旨は、今までは要旨のところに、人によってはしっかりと質問の

背景、趣旨、目的を書かれた方もいらっしゃいましたが、そうでない方

もいらっしゃいました。議長からは、「市民が分かりやすいように、な

ぜこの質問するのかを書くように」と言われておりましたが、なかなか

議員全員ができているとは言い切れない状況であると思います。なので、

この「質問要旨」というところを加えたらどうかという提案でございま

す。なぜこの質問をする必要があるのか、その目的は何なのかというと

ころの見える化によって、市民にも分かりやすい質問になる環境づくり

ができると考えています。通告書については、次の９月定例会からぜひ

取り入れていただきたいと思います。一般質問通告締切りが近いことも

重々承知しておりますが、９月定例会では試行的に取り入れていただき

たいと考えます。 

 

宮本政志委員長 今、創政会の伊場委員から意見がございましたけど、９月定

例会からのほうの時期はこの後。まずこの通告書の変更について、内容

も含めてほかの委員の方、御意見はございますか。 

 

大井淳一朗委員 通告書に詳細まで書いてほしいということは、議長が前々か

ら言われていることなので、それを踏まえてのことだと思います。今回、

伊場委員から提案がありました質問の要旨の欄については、通告期限ま

での時間は短いかもしれませんが、質問する人はなぜこの質問をするの

かを分かった上で通告書を書くのが当たり前だと思っていますので、こ

の様式を求めたからといって特段の不利益はないと、時間的にタイトだ

とは思わないと思います。ですので、提案のあったとおりに私の会派も

賛同したいと思います。 
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宮本政志委員長 至誠一心会はどうですか。 

 

笹木慶之委員 この取扱いにつきましては、私たちもいろいろと議論をしてお

ります。やはり質問要旨については、的確に把握して、そういった背景

をつくるということなんですが、質問項目は詳細まできちんと明確にし

てほしいということで、それは結構です。一つだけお聞きしたいのは、

「質問項目」が二つあるわけですよ。大項目が質問項目になって、その

下に要旨があって…… 

 

宮本政志委員長 一つは「質問事項」ですよ。 

 

笹木慶之委員 勘違いです。「質問事項」と「質問項目」ですね。分かりまし

た。 

 

宮本政志委員長 そうしますと、一般質問通告書はこの内容でいいですね。伊

場委員が先ほど試行的にとおっしゃいましたので、この変更は３会派と

もこの内容でいいと。試行的に始めて、また変更が出れば今後の議会運

営委員会で改正していけばいいと思います。では、先ほど伊場委員が言

われた、９月定例会から早速この通告書に変更して一般質問を行いまし

ょうということに関して、ほかの委員の御意見はいかがですか。 

 

笹木慶之委員 私たちの会派の中では、やはり速やかにということで、９月議

会から取り組むべきだと考えます。 

 

大井淳一朗委員 同じ意見です。ただ、全員協議会は一般質問通告締切後にあ

ると思います。ですから、今日、議運決定して、あくまでも全員協議会

は報告の場なので、今日の決定をもって速やかに議会事務局から一般質

問通告書はこのように書いてくださいとメールすると思います。事務局、

できますね。確認したいと思います。 
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岡田議会事務局議事係長 議運決定していただいた後は、その旨を全議員に速

やかに周知させていただきます。 

 

宮本政志委員長 大井委員、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）分か

りました。 

 

髙松秀樹議長 様式はこれで行くということなのでいいんです。一般質問する

議員にはしっかり書いてもらわなければいけないです。しかし、例えば、

質問要旨１（背景、趣旨、目的）とあって、趣旨と目的はどうなのかと

思うんですよ。書き方はこれでいいんですけど、大事なのは、大井委員

が言われたように、なぜこの質問をするのか、何のためにするのかとい

うところを書き込んでもらいたいです。事務局の作業になると思うんで

すけど、解説の中に入れたほうがいいんじゃないかと思います。例えば、

質問事項１にはこういったことを書いてくださいとか、質問要旨はこう

いったことを書くんですよとかがあると分かりやすいかもしれないです

ね。それはここでわざわざ議論する必要がないとは思うんですけど、ど

うですか。 

 

宮本政志委員長 委員の皆さん、今、議長がおっしゃったことは、私が事務局

と打ち合わせて、最終的には議長の決裁を頂きます。大井委員が言われ

るように、次はもう事後報告の全員協議会になります。あまり日数がな

いので、また議会運営委員会で決定するとなると非常にタイトで難しい

ので、私に一任していただいてよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）笹木委員、いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）そうしますと、

今の解説に関しては私と事務局ですり合わせて、最終的には議長の決裁

を頂いて、全議員になるべく早くメール等でお送りするようしましょう。

よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、付議事項の１点

目、一般質問の在り方ですが、この時点で申し合わせ事項の変更等に関

して何か御意見はございますか。 
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伊場勇委員 時間のことは、このたびは試行的です。申し合わせ事項について

は、また全員で決定しなければいけないことですから、時間のところは

いいかと思います。申し合わせ事項のことではないんですが、一般質問

の在り方や本質について、再度議会運営委員会として全議員に確認して

いただきたいというところがあります。この一般質問というのは、市の

事務に対して、その執行の状況、将来の方針、行政の課題などを、執行

機関に直接ただすということ、また、所信を問うことによって、執行機

関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせるとい

うこと、また、現行の政策を変更是正させ、あるいは新規の政策を採用

させるということが特に大きな意義だと思います。議長からも議員に対

して再三お示しいただいているところではございますが、こうやって一

般質問の時間も通告書も試行的に変更するに当たって、再度締め直して

いただく上でも、まず御確認をしていただきたいと思います。また、一

般質問の方法でございますけれども、やはり市民の方が聞かれています

ので、声の大きさ、スピード、発音もはっきりとしたものにするという

ことに気をつけると。また、その質問の趣旨や論点を明確にするという

ことや難しい用語を多用しないということも必要かと思います。また、

個別の要求だけではなくて、全体の奉仕者であるということをしっかり

前提に置くということ。また、その通告外の質問に波及しないように気

をつけていただくこと。また、資料についても、議場で使う資料は必ず

議長の確認を取ると。そして、資料を準備するのであれば、その資料に

はしっかりと触れて、分かりやすい一般質問に努めることも必要かと思

います。そういった事項を、全員協議会になるかと思いますが、議員の

皆さんに再度確認していただきたいと思っています。 

 

宮本政志委員長 今、伊場委員から２点ございました。事務局、基本条例や会

議規則は問題ないと思うけど、申し合わせ事項の変更に関して、今、創

政会の伊場委員から「９月定例会から試行するから、今回は変更しなく

ていいのではないか」という意見があり、私もそう思うんです。みらい
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２１や至誠一心会から意見を聞く前に、申し合わせ事項の変更をしなく

ても別段問題ないですね。 

 

岡田議会事務局議事係長 今の点について過去の例を申させていただきますと、

例えば、直近で言いますと服装の自由化を議運決定において試行してい

るところです。そして過去、代表質問をどのようにするかという議論が

あった際にも、試行的なものという観点から、申し合わせ事項はそのま

まにして、議運決定において取扱いを決めるという例はございました。 

 

宮本政志委員長 岡田係長が言われたように、今回の一般質問の状況に一番近

いのは代表質問のときのことですね。これも議運決定事項として進めて、

申し合わせ事項は変えずに行っていました。大井委員、笹木委員、この

たび申し合わせ事項は手を加えませんが、よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それと、伊場委員から一般質問の在り方についての御意

見がるる出ました。非常に大事なことです。議員の皆様は、議員研修を

通じて、あるいは個人でいろいろ調べるなどして、当然理解していると

は思いますけど、全員協議会は少し後になってしまうので、なるべく早

いうちに伊場委員が言われたことも事務局とすり合わせして、全議員に

周知していく方向でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）分かり

ました。 

 

岡田議会事務局議事係長 事務局から一般質問について確認させていただいて

よろしいでしょうか。（「どうぞ」と呼ぶ者あり）ただいま一般質問の

時間と通告書について御議論いただいたところでございます。では、そ

のほかの部分については従来どおり行うという取扱いでよろしいでしょ

うか。例えば、一般質問の際の本会議の開始時間は９時３０分とすると

いうところとか、１日に原則４人までとするというところとかは、これ

までと変わらずということでよろしかったでしょうか。 

 

宮本政志委員長 そうですね。今、岡田係長が言われた点や休憩の件もありま
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すが、その辺りの変更というのはどうしますか。 

 

伊場勇委員 今日話した以外のところの変更は、特に必要ないと思います。 

 

宮本政志委員長 そのままですね。ほかの委員の方よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）では、岡田係長が言った点や休憩などは従来どおりとい

うことで行います。よろしいですね。（うなずく者あり）それでは、付

議事項一つ目、一般質問の在り方については終わります。それでは２点

目、厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書等の採択について

です。前回の議会運営委員会の中で、みらい２１の大井委員から厚生年

金の件と主権者教育の推進、あるいは介護、出産、育児の両立、ハラス

メント防止なども含めて意見書を出したらどうかという御提案がござい

ましたけども、これについてみらい２１の大井委員、御意見等はござい

ますか。 

 

大井淳一朗委員 前回の議会運営委員会の中で、私と、吉永議員も賛同する形

でこの話をしました。内容は、厚生年金のほかにも、主権者教育の観点、

出産育児介護等の両立、ハラスメント防止のための取組ということにつ

いて加えてはどうかと述べさせていただきました。しかし、よくよく考

えてみますと、主権者教育や出産、育児、介護の両立、ハラスメント防

止については、議会独自でもできるところはあるのかなと思っておりま

す。今回は、主眼であります厚生年金への地方議会議員の加入を求める

意見書の採択についてに絞って、提案されている意見書に私も賛同した

いと思います。 

 

宮本政志委員長 今、大井委員から、前回の議会運営委員会の中でのみらい２

１の意見に関して、今回の資料として要望書を出していますが、そちら

の方向性のみでよろしいという御意見がございました。 

 

伊場勇委員 しっかりまとめられていると思いますので、この意見書でよろし
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いと思います。 

 

宮本政志委員長 至誠一心会はよろしいですか。 

 

笹木慶之委員 我々につきましても、同様の判断の中で方向性を求めていきた

いと思います。 

 

宮本政志委員長 それでは委員会提出意見書案ということになりますけど、そ

れを含めてこの内容でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）よろ

しいですね。それでは付議事項の２点目について、事務局、いいですか。

（発言する者あり）そうですね。９月定例会初日に案を出します。よろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、３点目は、陳情書（議

員研修会を含め様々な会合の公開を検討することを求める陳情）につい

てです。こちらについて御意見等はございますか。回答案はつくってお

ります。こちらについて、事務局から何かありますか。 

 

岡田議会事務局議事係長 それでは、皆様のお手元に委員長がまとめられた回

答案をお配りしております。これはまだ正式に決定したものではござい

ませんので、ホームページ上の資料とはなっておりませんが、これにつ

いて御議論いただきたいと存じます。 

 

宮本政志委員長 これについて御意見はございますか。少し時間を取りましょ

うか。 

 

大井淳一朗委員 これは事前に読ませていただいております。審査結果の中身

を見ますと、前回の議会運営委員会での意見等が集約されておると思い

ますので、この回答でよろしいかと思います。 

 

伊場勇委員 委員長、この件については暫時休憩を求めます。 

 



 20 

宮本政志委員長 それでは、暫時休憩します。 

 

午前１０時５０分 休憩 

 

午前１１時１３分 再開 

 

宮本政志委員長 それでは、委員会を再開します。先ほど案を出しております

が、これについて修正等はございますか。御意見はございませんか。 

 

笹木慶之委員 それでは、私から意見を申し上げたいと思います。審査結果の

部分の最後から３行目について読み上げたいと思います。「なお、会合

には様々な性質のものがあるため、ある会合を公開することが適当か否

かの判断については、必要に応じて議会運営委員会が行うこと」とした

と考えますが、いかがでしょうか。 

 

宮本政志委員長 今、笹木委員から修正の御意見が出ました。皆さんのお手元

に資料としてお出ししたいので、ここで暫時休憩します。 

 

午前１１時１５分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

宮本政志委員長 それでは委員会を再開いたします。先ほど、至誠一心会の笹

木委員から修正案が出ておりますので、修正をしたものを副委員長から

読んでいただこうと思います。 

 

森山喜久副委員長 それでは読み上げます。１、陳情要望書の件名、陳情書（議

員研修会を含め、様々な会合の公開を検討することを求める陳情）２、

審査結果本陳情書に基づいて、議員研修会を含む会合の公開の是非を検

討したところ、会合の対象者や内容などを考慮し、市民等にも公開する
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ことが適当な会合については積極的に公開すべきという結論となった。

これは、開かれた議会を標榜していることからも、性質が許す限り公開

を検討することが望ましいため、また、過去には議員向けの研修会を公

開で行い、そのときに市民として参加したものが現職議員となっている

例があるなど、会合の公開には市民への議会に対する認知を広める効果

や議会に新しい風を呼び込む効果が認められるためである。なお、会合

には様々な性質のものがあるため、ある会合を公開することが適当か否

かの判断については、必要に応じて議会運営委員会が行うこととした。 

 

宮本政志委員長 森山副委員長から報告の修正を含めた案を読んでもらいまし

たけど、こちら報告をするということで議決していただいてよろしいで

すか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）では、こちらで報告いたします。

続きまして、４点目のその他に入ります。まず、議会基本条例の検証に

ついてです。これまでの議会運営委員会では、流れとしては今月下旬か

らと頭に入れておりましたけども、もう９月定例会の告示日も迫ってお

ります。議会基本条例の検証は９月定例会が終わってから速やかに着手

して、１２月定例会前ぐらいには終わって、改正議案を１２月定例会で

上程していこうという予定で考えております。何かそれについて御意見

等はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、その方向でまいり

ます。そのほか、委員の皆さんは何かありませんか。（「なし」と呼ぶ

者あり）事務局からは何かございますか。ありませんね。（うなずく者

あり）議長よろしいですか。（うなずく者あり）それでは、以上をもち

まして本日の第３０回議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

 

午前１１時２５分 散会 

 

令和６年（2024 年）８月２６日 

              

  議会運営委員長  宮 本 政 志   


